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九

第
三
号
様
式
中
「
第
３
条
」
を
「
第
３
条
及
び
獣
医
療
法
施
行
規
則
第
１
条
第
２
項
」
に
、「
変
更

し
た
事
項
」
を
「
変
更
に
係
る
事
項
」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
　
１
獣
医
療
法
第
３
条
及
び
獣
医
療
法
施
行
規
則
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る

こ
と
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
た
と
き
も
、
こ
の
様
式
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
。

２
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
な

く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
獣
医
療
法
施
行
規
則
第
１
９
条
の
２
に
規
定
す

る
措
置
の
概
要
を
変
更
後
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ
の
他
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
三
号
様
式
中

を

を

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

に
、

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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